
新見市備中漆栽培等事業補助金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この告示は、備中漆の振興を図るため、継続的に栽培や漆搔き等に取り組む団体

に新見市備中漆栽培等事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、

必要な事項を定めるものとする。 

 （定義） 

第２条 この告示において備中漆とは、市内で栽培又は自生している漆をいう。 

 （交付対象者） 

第３条 補助金の交付の対象は、次の各号のいずれかに該当する団体とする。 

 （１） 市内に住所又は事業所等を有する林業者等 

 （２） 市民等で組織する団体で、代表者、規約、会計及び年間事業計画を持って活動

している者 

 （補助対象事業） 

第４条 補助の対象となる事業は、以下のとおりとする。 

 （１） 備中漆のほ場整備事業 

 （２） 備中漆掻き事業 

 （３） 備中漆の苗木購入事業 

 （４） 備中漆の振興に関するイベント等開催事業 

 （５） その他新見市教育委員会（以下「教育委員会」という。）が必要と認める事業 

 （補助対象経費） 

第５条 補助対象経費は、備中漆振興に係る報償費、旅費、使用料及び賃借料、需用費並

びに役務費とし、経費内訳は別表に定めるところによる。 

２ この事業の目的に直接関連のない必要以上の活動又は事業については、補助対象から  

 除く。 

 （補助金額） 

第６条 補助金は、予算の範囲内とし、１団体当たり補助対象経費の２分の１以内とする。

ただし、補助金限度額を３０万円とし、補助金の額に千円未満の端数があるときは、こ

れを切り捨てるものとする。 

 （交付申請） 

第７条 前条に規定する補助金の交付を受けようとする者（以下「補助事業団体」という。）

は、新見市備中漆栽培等事業補助金交付申請書（様式第１号）に関係書類を添えて教育

委員会に提出しなければならない。 

 （決定等） 

第８条 教育委員会は、申請があったときは当該申請に係る書類を審査し、適当と認めた

ときは、新見市備中漆栽培等事業補助金交付決定通知書（様式第２号）により速やかに

決定の内容等を補助事業団体に通知するものとする。 

 （変更等申請） 



第９条 補助事業団体が、補助事業の内容の変更又は補助事業の中止若しくは廃止をしよ

うとするときは、新見市備中漆栽培等事業補助金計画変更（中止・廃止）申請書(様式第

３号)を教育委員会に提出し、承認を受けなければならない。 

 （実績報告） 

第１０条 補助事業団体は、新見市備中漆栽培等事業補助金実績報告書（様式第４号）に

関係書類を添えて、補助事業完了後２０日以内又は交付決定のあった年度の３月３１日

のいずれか早い日までに、教育委員会に提出しなければならない。 

（補助金の額の確定） 

第１１条 教育委員会は、前条の規定による実績報告を受けたときは、その内容を審査し、

補助金交付目的に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、新見市備

中漆栽培等事業補助金確定通知書(様式第５号)により、交付決定を受けた者に対し通知

するものとする。 

（補助金の交付) 

第１２条 教育委員会は、前条の規定による補助金の額の確定後、補助金を支払うものと

する。 

２ 補助事業団体は、補助金交付請求書(様式第６号)を前条の規定による通知を受けた後、

教育委員会に提出しなければならない。 

 （返還命令等） 

第１３条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、交付の決定を取り消し、

既に交付した補助金の一部又は全部の返還を命ずることができる。 

（１） 申請書の記載事項に虚偽又は不正があったとき。 

（２） 事業の内容が教育の政治的又は宗教的中立性を侵すもの、又はそのおそれのあ  

  るもの。 

（３） 事業の内容が公序良俗に反するもの、又はそのおそれのあるもの。 

（４） 補助事業団体が暴力的集団と関係があるもの、又はそのおそれのあるものと判  

  明したとき。 

（５） その他補助することが不適当と認められるもの。 

２ 前項の規定により、補助金返還命令書(様式第７号)を受けた者は、速やかに補助金を

返納しなければならない。 

 （その他） 

第１４条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。 

 

   附 則 

この告示は、令和５年４月１日から施行する。 

 

別表（第５条関係） 

費目 経費内訳 

報償費 有識者等への謝礼等 



旅費 有識者等への旅費 

事業に係る旅費 

使用料及び賃借料 会場使用料、施設借上料 

機械器具等賃借料 

自動車借上料 

各種リース料 

需用費 消耗品費 

燃料代 

印刷製本費 

苗木購入費 

食糧費（ただし、茶代に限る。） 

役務費 通信運搬費 

広告費 

各種手数料 

ボランティア保険料 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第１号(第７条関係) 

新見市備中漆栽培等事業補助金交付申請書 

       年  月  日 

  新見市教育委員会 様 

申請人                 

住所又は所在地             

氏名又は団体名             

及び代表者氏名             

  新見市備中漆栽培等事業補助金交付要綱第７条の規定により次のとおり申請します。 

補助年度       年度 
補助金等の名称 

新見市備中漆栽培等事業補助金 

補助事業等の目的及び内容 
  

補 助 事 業 等 の 効 果 
  

補 助 事 業 等 の 経 費 所 要 額 円 

補 助 金 額 円 

補 助 事 業 等 の 着 手 年 月 日 

及 び 完 了 年 月 日 (予 定 )     

着手         年   月   日 

完了         年   月   日 

添 付 書 類 
１ 事業計画書    ２ 収支予算書 

３ その他 

※ 

担 当 課 所 見 

  

 注 ※印の欄は、記入しないこと。 

 

 



様式第２号(第８条関係) 

新見市備中漆栽培等事業補助金交付決定通知書 

第   号 

申請人                 

住所又は所在地             

氏名又は団体名             

及び代表者氏名             

      年  月  日付けで申請のあった補助金等の交付については、次のとおり

決定したので、新見市備中漆栽培等事業補助金交付要綱第８条の規定により通知する。 

        年  月  日 

新見市教育委員会    印 

補助年度     年度 補助金等の名称  新見市備中漆栽培等事業補助金 

補 助 事 業 等 の 名 称   

補 助 対 象 金 額 (率 ) 円      

交 付 金 額 円 

交 付 予 定 時 期   

交 付 条 件 

１ 補助事業等の内容、経費の配分又は執行計画等の変更をす

るときは、新見市教育委員会の承認を受けること。 

２ 補助事業等を中止又は廃止するときは、新見市教育委員会

の承認を受けること。 

３ 補助事業等が予定の期間内に完了しないとき又は遂行が

困難となったときは、速やかに新見市教育委員に報告して、

その指示を受けること。 

４ 新見市補助金等交付規則に違反した場合は、決定を取り消

し、返還を命ずる。 

 注 上記の交付決定に対して不服がある場合は、この通知書受領の日から２０日以内に

文書で申請の取下げをすること。 

 

 



様式第３号(第９条関係) 

新見市備中漆栽培等事業補助金  

計 画 変 更 

中 止 ・ 廃 止 

申請書 

    年  月  日 

  新見市教育委員会 様 

申請人                 

住所又は所在地             

氏名又は団体名             

及び代表者氏名             

  新見市備中漆栽培等事業補助金交付要綱第９条の規定により次のとおり申請します。 

指令年月日     年   月   日 指 令 番 号 第  号 

補 助 年 度           年度 補助金等の名称 新見市備中漆栽培等事業補助金 

補助事業等 

の 名 称 

  

補助事業等 

の 内 容 

変更前 

変更後 

変更又は中 

止(廃止)の 

理 由 

  

変更又は中止(廃止)の年月日       年  月  日(予定) 

添 付 書 類 

１ 

２ 

３ 

４ 

 

 



様式第４号(第１０条関係) 

新見市備中漆栽培等事業補助金実績報告書 

  新見市教育委員会 様 

補助事業者等              

住所又は所在地             

氏名又は団体名             

及び代表者氏名             

  新見市備中漆栽培等事業補助金交付要綱第１０条の規定により次のとおり報告しま

す。 

指令年月日     年   月   日 指 令 番 号 第  号 

補 助 年 度           年度 補助金等の名称 新見市備中漆栽培等事業補助金 

補助事業等 
の 名 称 

  

補助事業等 
の施行場所 

  

着手年月日     年   月   日 完了年月日     年   月   日 

補助金等の交付決定通知額 円 

補 助 金 等 の 既 交 付 額 円 

補助事業等の経費精算額 円 

補助事業等 

の 経 過 

及 び 内 容 

  

添付書類 

 １ 事業報告書 

 ２ 収支決算(精算)書 

 ３ その他 

※報告事項審査結果(担当課) 

 注 ※印の欄は記入しないこと。 

 



様式第５号(第１１条関係) 

新見市備中漆栽培等事業補助金確定通知書 

第   号 

    年  月  日 

 

  補助事業者等 

   住所又は所在地 

  氏氏名又は団体名

及び代表者氏名 
      様 

      

 

新見市教育委員会    印 

 

      年  月  日付けで実績報告のあった補助事業等については、次のとおり

補助金等の額を確定したので、新見市備中漆栽培等事業補助金交付要綱第１１条の規定

により通知する。 

指 令 年 月 日     年  月  日 指 令 番 号 第  号 

補 助 年 度          年度 補助金等の名称 新見市備中漆栽培等事業補助金 

補助金等の交付決定通知額 円 

補 助 事 業 等 の 経 費 精 算 額 円(補助対象) 

補 助 率 
  

補 助 金 等 の 交 付 確 定 額 円 

(交付決定通知額)― 

      (交付確定額) 
円 



様式第６号(第１２条関係) 

補助金交付請求書 

    年  月  日 

 

  新見市教育委員会 様 

 

補助事業者等            

住所又は所在地           

  氏名又は団体名 

及び代表者氏名 
 

 

 新見市備中漆栽培等事業補助金交付要綱第１２条の規定により次のとおり請求します。 

指令年月日     年  月  日 指 令 番 号 第  号 

補 助 年 度           年度 補助金等の名称 新見市備中漆栽培等事業補助金 

補 助 事 業 等 の 名 称   

補助金等の 
交付決定通知額交

付 確 定 額 

円 

円 

補 助 金 等 の 既 交 付 額 

     年   月   日交付        円 

     年   月   日交付        円 

     年   月   日交付        円 

計             円 

今 回 交 付 請 求 額 円 

未 交 付 額 円 

添 付 書 類 

１ 補助金等交付決定書又は補助金等確定通知書の写し 

２ 

３ 

４ 

 

 

 



様式第７号(規則第１３条関係) 

補助金返還命令書 

第   号 

    年  月  日 

 

  補助事業者等 

   住所又は所在地 

  氏名又は団体名 

及び代表者氏名 
     様 

 

新見市教育委員会    印 

 

 新見市備中漆栽培等事業補助金交付要綱第１３条の規定により次のとおり返還を命ず

る。 

返 還 す べ き 金 額 円 

返 還 期 限      年   月   日まで 

返還を命ずる理由   

返 還 方 法   

指令年月日     年   月   日 指 令 番 号 第  号 

補 助 年 度           年度 補助金等の名称 新見市備中漆栽培等事業補助金 

補 助 事 業 等 の 名 称   

補助金等の交付決定通知額 円 

補 助 金 等 の 既 交 付 額 

 

 

     年   月   日交付       円 

 

 

     年   月   日交付       円 

 

 

     年   月   日交付       円 

 

 

計         円 

補 助 金 等 の 交 付 確 定 額 円 

 


